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室蘭ガス株式会社 

消費税法の改正に伴うガス料金・電気料金の変更について 

 

平素は、当社の都市ガス事業にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  

当社は、「消費税法の改正」に伴い、2019 年 10 月１日より、ガス料金・電気料金を変更いたします。 

 

今回の変更は、10 月１日からの消費税法改正による消費税率 10％への引き上げを反映させるもので

す。 ガス料金・電気料金への新税率 10％の適用開始につきましては、消費税法の経過措置により 9 月以

前から継続してご使用の場合は 11 月検針分から適用となります。 

  

今後につきましても、安定供給、お客さまへの安心・安全を確保する保安の維持管理等、お客さまサー

ビスの向上と料金の安定維持に努めてまいりますので、引き続きご愛顧いただきますようお願い申し上

げます。 

 

【ガス料金について】（消費税法の改正を反映した料金表は室蘭ガスホームページにて順次公開いたします。） 

❏天然ガス（45 メガジュール）地区 

ガス小売供給約款（税込） 

 

月間ご使用量 

消費税法の改正後※1  《参考》現行料金 

基本料金 
基準単位料金※2 

(1 ㎥あたり) 

 
基本料金 

基準単位料金 

(1 ㎥あたり) 

料金表Ａ 0 ㎥～12 ㎥ 990.00 円 210.08 円  972.00 円 206.26 円 

料金表Ｂ 12 ㎥～50 ㎥ 1,449.80 円 171.69 円  1,423.44 円 168.57 円 

料金表Ｃ 50 ㎥～250 ㎥ 1,950.30 円 161.68 円  1,914.84 円 158.74 円 

料金表Ｄ 250 ㎥～750 ㎥ 5,305.30 円 148.26 円  5,208.84 円 145.57 円 

料金表Ｅ 750 ㎥～ 13,300.10 円 137.61 円  13,058.28 円 135.10 円 

 

❏白鳥台・高平（100 メガジュール）地区 

ガス小売供給約款（税込） 

 

月間ご使用量 

消費税法の改正後※1  《参考》現行料金 

基本料金 
基準単位料金※2 

(0.1 ㎥あたり) 

 
基本料金 

基準単位料金 

(0.1 ㎥あたり) 

料金表Ａ 0 ㎥～5.6 ㎥ 968.00 円 40.16 円/㎥  950.40 円 39.43 円/㎥ 

料金表Ｂ 5.6 ㎥～46.9 ㎥ 1,227.60 円 35.53 円/㎥  1,205.28 円 34.88 円/㎥ 

料金表Ｃ 46.9 ㎥～ 2,677.40 円 32.43 円/㎥  2,628.72 円 31.84 円/㎥ 

 

❏選択約款料金 

 天然ガス地区、白鳥台・高平地区ともに一般ガス供給約款と同様「消費税法の改正」を料金に反映させ

ていただきます。 

 



❏桜木団地（100 メガジュール）地区 

ガス小売供給約款（税込） 

 

月間ご使用量 

消費税法の改正後※1  《参考》現行料金 

基本料金 
基準単位料金※2 

(1 ㎥あたり) 

 
基本料金 

基準単位料金 

(1 ㎥あたり) 

料金表Ａ 0 ㎥～8.0 ㎥ 864.60 円 502.29 円/㎥  848.88 円 493.16 円/㎥ 

料金表Ｂ 8.0 ㎥～30.0 ㎥ 2,114.20 円 346.09 円/㎥  2,075.76 円 339.80 円/㎥ 

料金表Ｃ 30.0 ㎥～ 3,960.00 円 284.58 円/㎥  3,888.00 円 279.40 円/㎥ 

 

❏香風団地（100 メガジュール）地区 

ガス小売供給約款（税込） 

 

月間ご使用量 

消費税法の改正後※1  《参考》現行料金 

基本料金 
基準単位料金※2 

(1 ㎥あたり) 

 
基本料金 

基準単位料金 

(1 ㎥あたり) 

料金表Ａ 0 ㎥～8.0 ㎥ 875.60 円 492.39 円/㎥  859.68 円 483.44 円/㎥ 

料金表Ｂ 8.0 ㎥～30.0 ㎥ 1,447.60 円 420.89 円/㎥  1,421.28 円 413.24 円/㎥ 

料金表Ｃ 30.0 ㎥～ 3,429.80 円 354.84 円/㎥  3,367.44 円 348.39 円/㎥ 

 

※1  消費税法の改正後の基本料金および基準単位料金は、消費税率を 8%から 10%に変更させていただいたものです。 

新税率の適用につきましては、9 月以前から継続してガスをお使いの場合には 11 月検針分から適用となります。 

※2 実際にガス料金に適用する単位料金は原料費調整制度に基づく調整額が反映されます。 

 

 

【電気料金について】 

（例）むろでん得得（従量電灯Ｂ） 

種別 区分 単位 
消費税法の改正後の

料金単価※3 

 《参考》 

現行料金単価 

基本料金 契約電流 

10A 1 契約 341.00 円  334.80 円 

15A 1 契約 511.50 円  502.20 円 

20A 1 契約 682.00 円  669.60 円 

30A 1 契約 1,023.00 円  1,004.40 円 

40A 1 契約 1,364.00 円  1,339.20 円 

50A 1 契約 1,705.00 円  1,674.00 円 

60A 1 契約 2,046.00 円  2,008.80 円 

電力量料金 

※4 

最初の 120kWh まで kWh 23.25 円  22.83 円 

120kWh を超え 280kWh まで kWh 29.35 円  28.82 円 

280kWh を超えた分 kWh 32.96 円  32.36 円 

 

※3  消費税法の改正後の基本料金および基準単位料金は、消費税率を 8%から 10%に変更させていただいたものです。

新税率の適用につきましては、9 月以前から継続して電気をお使いの場合には 11 月検針分から適用となります。 

※4  電力量料金には燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含んでおりませんので、実際のご請求額と

は異なります。 


